
　

加須市いきいき健康医療課
別紙１
① 郵送

特定健診未受診者に対して通知及び特定健診情報提供票兼質問票(別紙２－１、２－２)を送付する。


情報提供を承諾した場合、医療機関に特定健診情報提供票兼質問票(別紙２－１、２－２)を持参する。
健診未受診者


〇提出された結果の内容を確認し、特定健診等データ管理システムに登録
○医療機関ごとに情報提供料を振り分けて支払い



② 持参


















かかりつけ医療機関

特定健診情報提供票兼質問票と患者の診療情報を確認



当該年度の診療情報（腹囲、身長、体重除く）が特定健診の項目を


③
③

満たさない
　満たす




(1)署名欄、質問票の記入の有無を確認
(2)診療等における検査結果について、特定健診情報提供票に転記
(3)不足項目（腹囲、身長、体重含む）について、医師の判断により実施＊
(4)必須事項を記載
(5)特定健診情報提供票兼質問票の写し及び請求書を翌月１０日までに加須市へ提出

加須市の特定健診の実施機関で


ある
ない


他での特定健診受診を勧奨

健診実施期間内であれば特定健診を実施
（要受診券）

※特定健診実施機関は




		　　　　　　④

	提供票兼質問票の写し及び請求書を翌月１０日までに加須市に提出


⑤

情報提供料の支払い（翌々月末まで）



①　加須市は、特定健診未受診者に対し、通知及び特定健診情報提供票(別紙２－１)及び質問票（別紙２－２）を郵送する。
②　未受診者は、かかりつけ医療機関に特定健診情報提供票兼質問票を持参する。
[bookmark: _GoBack]③　医療機関は、特定健診の項目を全て満たすか判断し、満たしている場合にはデータを記入する。
＊不足項目のうち、その場で実施できる項目（腹囲、身長、体重、血圧等）についての検査等を実施した場合の費用負担は、患者に求めず、情報提供料内で実施していただくこととする。なお、不足項目があり、情報提供料内で当該項目についての検査等を実施できない場合、特定健診情報提供票兼質問票を市に提出いただく必要はない。
④　医療機関は、特定健診情報提供票兼質問票の写し及び請求書(別紙３)を、記入日の翌月１０日までに加須市へ提出する。
⑤　市は、提供されたデータの確認終了後、特定健診等データ管理システムに提供内容を登録する。登録後、医療機関に対し、記入日の翌々月末までに情報提供料を支払う。







